
１．対　　象

２．申請期間

　令和7年1月10日 （金）～ 令和7年1月31日（金）

３．申請方法

４．有効期間　（３年間）

　　※期間満了に伴う市からのお知らせ（期限切れ通知・再度申請依頼等）は行いませんので、ご注意ください。

５．提出書類 （○必要　△該当者のみ　×不要）
番号 　　　提　出　書　類 　　　　　備　　　　　考 法人 個人

1 入札参加資格申請書 【様式１】 ○ ○

法人 ○ ×
× ○

 身分証明書（市区町村発行） × ○
納税証明書

その３の３「法人税」及び「消費税及び

地方消費税」について未納のない証明

その３の２「申告所得税」及び「消費税及

び地方消費税」について未納のない証明

4 登録証明書 △ △

5 委任状 【様式２】 △ △

6 暴力団排除に関する誓約書 【様式３】 ※押印不要 ○ ○

６．メールアドレスの記載について

　入札通知等については、電子メールにより通知いたします。

　（電子入札システムを利用する場合は、電子入札システムに登録したアドレスを記入してください）。

　　※登録メールアドレスの誤りや変更手続きがされていないと入札通知書等が届かないため注意してください。

令和７・８・９年度洲本市競争入札参加資格審査申請書の受付について【コンサル】

　洲本市が発注する調査測量、コンサルタントなどの契約について競争入札に参加を希望し、営業した期間が１年以上の方

　令和7・8・9年度　洲本市競争入札参加資格審査申請から、下記Webサイトにて申請してください。
　　https://bid-entry.com/

※今回の申請から、紙での提出は必要ありません。
※洲本市ホームページ内「【令和7・8・9年度　競争入札参加資格審査申請の受付について】」の「申請書関係【コンサル】」
から、事前に該当する様式をダウンロードし、作成してください。申請書【様式1】はExcel、その他必要書類は電子ファイル
（PDF）化してください。

　審査の結果、受理された申請書の有効期間は令和７年４月１日から令和10年３月３１日までです。
ただし、営業に関し法律上登録又は許認可の必要な場合において、その登録又は許認可を取り消されたとき及び登録又は許認可
の更新を受けなかったときは入札参加資格が無くなります。

希望するコンサル業務（部門）の登録証等
※支店等に委任する場合、支店等で各法令による登録が必要

　　※入札等通知用メールアドレスが変更になる場合は、変更届により必ず届け出てください。
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本店から支店等に委任する場合。※押印不要

洲本市税の未滞納のない証明
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申請日前3ヶ月以内に発行されたもの

※個人の場合は、申請代表者名義のもの。

※納税等猶予中の場合その旨証明書中に明記されていること。

申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
※地方税については、本店又は委任を受けた支店等が洲本市内にある場合のみとし
ます。「納税証明交付申請書」及び「委任通知書」（代理人の場合）に記入押印し
て、証明窓口（本市収納対策課）に提出し証明を受ける。
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 登記事項証明書（全部）

個人
 住民票（市区町村発行） 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの　※個人は住民票及び身分証明書が必要。住

民票は世帯員の一部（申請者本人のみ）の表記で可。「本籍・筆頭者」「世帯主・
続柄」は不要。

申請日前3ヶ月以内に発行されたもの


